
○市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則

平成一二年二月二一日

規則第一五五号

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則を

公布する。

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規

ナミll

(趣 旨)

第一条 この規則は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例 (平成十一年東京都条例第百七号∩以

下 「特例条例Jと い う。)第二条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち東京都規則に基づく事

務の範囲及び特例条例第二条に規定する細目を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとお りとする。

一 特例条例第二条の表二の項ルに

規定する私立学校法 (昭和二十四年

法律第二百七十号)の施行に係る事

務の うち規則に基づ く事務であっ

て別に規則で定めるもの

私立学校法施行糸H則 (昭和二十五年東京都規則第五十一号。以下この

イ 規則第二条 (規則第十二条において準用する場合を含む。)の規定に

よる授業の停止の届出の受理

口 規則第二条第二項 (規則第十三条において準用する場合を含む。)1こ

おいて準用する同条第一項及び第二頂の規定による教職員の採用又は

解職の届出の受理

項 1こ おいて  「規貝UI とい うn )イ こ基づく事務のうち、次に掲げるもの

二 特例条例第二条の表九の頂二 (1

3)に規定する東京都屋外広告物条

例 (昭和二十四年東京都条例第百

豊 の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定

めるもの

東京都屋外広告物条例施行規則 (昭和三十二年東京都規則第百二十二

号。以下この項において「規則」という。)イこ基づく事務のうち、次に

掲げるもの

イ 規則第四条の規定による屋外広告物許可書の交付
口 規則第五条第一項の規定による同頂各号に掲げる屋外広告物管理者

設置届等の受理
ハ 規則第六条の規定による屋外広告物取付け完了届の受理
二 規則第人条の規定による許可期間の設定及び条件の付与

ホ 規則第二十二条第一項の規定による屋外広告物許可取消書、同条第
二項の規定による措置命令書及び同条第二項の規定による屋外広告物

除却命令書の交付

三 特例条例第二条の表九の項ホ (3)

に規定する東京都屋外広告物条例
の施行に係る事務のうち規則に基
づく事務であって別に規則で定め

るもの

東京都屋外広告物条例施行規則 (以下この頂において「規則」とい

う。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第一条第一項の規定による知事に提出すべき屋外広告物許可申

請書の受理
口 規則第四条の規定による知事が発行 した屋外広告物許可書の交付
ハ 規則第五条第一項の規定による知事に提出すべき屋外広告物管理者

設置届等の受理
二 規則第六条の規定による知事に提出すべき屋外広告物取付け完了届

の受理

四 特例条例第二条の表十六の項ハ

に規定する都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例 (平成十二

年東京都条例第二百十五号)の施行

に係る事務のうち規則に基づく事

務であって別に規則で定めるもの

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 (平成十二年

東京都規則第二十四号。以下この項において「規則Jと いう。)に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二十一条第一頂の規定による認可をし、又は認可をしない旨

等の通知
口 規則第二十五条第一項の規定による認定をし、又は認定をしない旨
の通知

ハ 規則第四十二条の規定による実施制限期間の短縮の通知
二 規則第四十五条第一項の規定による水量測定器の認定

ホ 規則第六十二条第一項第一号の規定による小規模の廃棄物焼却炉の

認定及び同条第二項第二号の規定による焼却行為の認定
へ 規則第七十二条の二第六号の規定による子供の健やかな成長を図る

ために必要な場所の認定

卜 規則第人十条第一項の規定による意見の申出の受理並びに同条第二

項の規定による意見の審査、審査結果の通知及び処分に係る期限、履



五 特例条例第二条の表十七の頂ホ

に規定する身体障害者福祉法 (昭和
二十四年法律第二百人十三号)の施

行に係る事務のうち規則に基づく

事務であって別に規則で定めるも
の

イ 身体障害者福祉法施行細則 (昭和三十九年東京都規則第百四十人

号∩以下この項イにおいて 「規則 |と い うの)に基づ く

次に掲げるもの

(1)規則第二条第一項の規定による知事に提出すべき指定申請書の

受理

(2)規則第四条の規定により知事が発行した指定書の交付

(3)規則第七条第一頂の規定による知事に対して行 うべき変更の届

出の受理

(4)規則第七条第二項の規定により知事が発行 した指定内容変更確

認書の交付

(5)規則第人条の規定による知事に対して行 うべき指定医の辞退及

び死亡の届出の受理

東京都身体障害者手帳に関する規則 (平成十二年東京都規則第二百

十五量。以下この項口において「規則」という。つ_に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

(1)規則第人条の規定により知事が発行した再認定のための診査通

知書の交付

(2)規則第九条に規定する診断書及び意見書の受理

(3)規則第十一条の規定により知事が発行 した身体障害者手帳再交

付決定通知書の交付

ロ

事務のうち、

六 特例条例第二条の表二十の項ニ

に規定する東京都重度心身障害者

手当条例 (昭和四十八年東京都条例

第六十人号)の施行に係る事務のう

ち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの

東京都重度心身障害者手当条例施行規則 (H召 和四十人年東京都規則第

百四十一号。以下この項において「規則Jと いう。)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

イ 規則第人条第一項の規定により知事が発行 した重度心身障害者手当

受給資格認定通知書の交付、同条第二項の規定により知事が発行した

重度心身障害者手当受給資格非該当通知書の交付及び同条第二項の規

定により知事が発行した重度心身障害者手当申請却下通知書の交付
口 規則第九条の規定により知事が発行 した重度心身障害者手当受給者

現況判定通知書の交付
ハ 規則第十条の規定により知事が発行した重度心身障害者手当受給資

格消滅通知書の交付
二 規則第十二条の規定により知事が発行した重度心身障害者手当返還

請求書の交付

ホ 規則第十三条第二項の規定による知事に提出すべき重度心身障害者

手当受給者死亡届の受理

七 特例条例第二条の表二十一の項
二に規定する東京都心身障害者扶

養年金条例を廃止する条例 (平成十

人年東京都条例第百七十五号)に よ

る廃止前の東京都心身障害者扶養

年金条例 (昭和四十三年東京都条例

第百十一号)の施行に係る事務のう

ち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの

行の方法等の変更 (特例条例第二条の表十六の項の規定により、市が

処理することとされる事務に係る意見の申出の受理等に限る。)

チ 規則第八十二条の規定による受理書の交付

東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則 (平成十九年

東京都規則第九号)に よる廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例施行

規則 (昭和四十四年東京都規則第十六号。以下この項において「規則」

という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条第二項の規定による知事に提出すべき年金受取人変更指

定書及び年金受取人同意書の受理
口 規則第二条第二項の規定により知事が発行 した年金受取人変更承認

通知書の交付及び同条第四頂の規定により知事が発行 した年金受取人

変更通知書の交付           ―

ハ 規則第七条第
二項の規定による知事に提出すべき年金給付申請書の

受理
二 規則第七条第二項の規定により知事が発行 した年金給付決定通知書

又は年金給付申請却下通知書の交付

ホ 規則第人条第一項の規定による知事に提出すべき弔慰金 。葬祭料給

付申請書の受理
へ 規則第人条第二項の規定により知事が発行 した弔慰金・葬祭料給付

決定通知書又は弔慰金・葬祭料給付申請却下通知書の交付

卜 規則第十条第一項の規定による知事に提出すべき年金支給停止事由

発生・消滅届出書の受理



七の二 特例条例第二条の表二十一

の二の頂二に規定する東京都心身

障害者扶養年金条例を廃止する条

例の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定

めるもの

東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則 (以下この項

において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則附則第四条第六項の規定により知事が発行した清算金受取人変

更通知書の交付
口 規則附貝1第六条第一項の規定による知事に提出すべき加入者死亡等

届出書の受理
ハ 規則附則第七条第二項の規定による知事に提出すべき掛金相当額減

額申請書の受理  I
二 規則附則第七条第二項の規定により知事が発行 した掛金相当額減額

決定・減額申請却下通知書の交付

チ 規則第十条第二項の規定により知事が発行した年金支給停止・停止

解除決定通知書の交付及び同条第二項の規定により知事が発行した年

金支給停止・停止解除通知書の交付

り 規則第十二条の規定による知事に提出すべき未支給金の申請者と年

金受給権者との関係を証する書類の受理

東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則 (平成二十年東京都規則

第六号。以下この項において 「規則Jと いう。)に基づく事務のうち

七の三 特例条例第二条の表二十一

の二の頂二に規定する東京都心身

障害者扶養共済制度条例 (平成十九

年東京都条例第百三十七号)の施行

に係 る事務の うち規則に基づ く事

務であって別に規則で定めるもの

次に掲げるもの

イ 規則第五条第二項の規定により知事が発行した加入等承認通知書及

び東京都心身障害者扶養共済制度加入証書又は加入等不承認通知書の

交付
口 規貝1第五条第四項の規定により知事が発行した加入等承認通知書及

び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は加入等不承認通知

書の交付
ハ 規則第六条第二項の規定による知事に提出すべき加入者変更申請書

の受理
二 規則第六条第六項の規定により知事が発行した加入者変更承認通知

書、東京都心身障害者扶養共済制度加入証書及び東京都心身障害者扶

養共済制度口数追加証書又は力日入者変更不承認通知書の交付

ホ 規則第七条第二項及び規則附則第五項の規定により知事が発行した

掛金払込期間満了通知書の交付
へ 規則第人条第二項 (規則附則第七項において準用する場合を含む。)

の規定による知事に提出すべき掛金減額申請書の受理

卜 規則第人条第二項 (規則附則第七項において準用する場合を含む。)

の規定により知事が発行 した掛金減額承認通知書又は掛金減額不承認

通知書の交付
｀

チ 規則第人条第四項 (規則附則第七項において準用する場合を含む。)

の規定による知事に提出すべき掛金減額事由消滅届書の受理

り 規則第九条第一項の規定による知事に提出すべき年金支給請求書の

受理

ヌ 規則第九条第二項 (同条第六項において準用する場合を含む。)の規

定により知事が発行 した年金支給決定通知書及び東京都心身障害者扶

養共済制度年金証書又は年金不支給決定通知書の交付

ル 規則第九条第二項 (同条第六項において準用する場合を含む。)及び

規則附則第九項の規定により知事が発行した年金支給額・掛金未納額

差引通知書の交付

フ 規則第九条第五頂の規定による知事に提出すべき年金支給請求書又

は未支給金受給者届書の受理

ワ 規則第九条第人項の規定により知事が発行 した未支給金支給決定通

知書の交付

力 規則第十条第一項の規定により知事が発行した年金管理者変更通知

書の交付
ヨ 規則第十条第二項の規定により知事が発行した年金管理者指定通知

書の交付

夕 規則第十一条の規定による知事に提出すべき力日入等証書再交付申請

書の受理



レ 規則第十一条の規定により知事が再交付すべき東京都心身障害者扶

養共済制度加入証書若 しくは東京都心身障害者扶養共済制度口教追加

証書又は東京都心身障害者扶養共済制度年金証書の交付

ノ 規則第十二条の規定により知事が発行した年金支給停止決定通知書

又は年金支給停止解除決定通知書の交付

ツ 規則第十二条の規定により知事が発行した脱退 。年金受給権消滅通

知書の交付

ネ 規則第十匹l条第一項の規定による知事に提出すべき弔慰金支給請求

書の受理

ナ 規則第十四条第二項の規定により知事が発行 した弔慰金支給決定通

知書又は弔慰金不支給決定通知書の交付

ラ 規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべき脱退一時金支給

請求書の受理
ム 規則第十五条第二項の規定により知事が発行 した脱退一時金支給決

定通知書又は脱退一時金不支給決定通知書の交付

ウ 規則第十七条第四項の規定により知事が発行 した特別弔慰金支給決

定通知書の交付

キ 規則第十人条第一項の規定による知事に提出すべき脱退 。日数減少

届書の受理

ノ 規則第十人条第二項及び第四頂の規定により知事が発行した脱退・

年金受給権消滅通知書の交付

オ 規則第十九条第二項の規定により知事に提出すべき日座振替依頼書
の受理                     !

人 特例条例第二条の表二十二の項
二に規定する心身障害者の医療費

の助成に関する条例 (昭和四十九年

東京都条例第二十号)の施行に係 る

事務の うち規則に基づ く事務で

あつて別に規則で定めるもの

心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則 (昭和四十九年東京

都規則第百十三号企以下 この項 において 「規則 |と い う∩)に

務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第二項の規定による受給者証又は心身障害者医療費助成

制度非封象者決定通知書の交付
口 規則第人条及び第九条第二項の規定により返還される受給者証の受

理
ハ 規則第九条第一項の規定による受給者証再交付申請書の受理及び受

給者証の再交付
二 規則第十条第二項の規定による医療助成費支給申請書又は高額医療

費支給申請 (請求)書の受理

ホ 規則第十条の二第一項の規定による一部負担金減免相当額助成申請

書の受理
へ 規則第十条の二第二項の規定による一部負担金減免相当額助成証明

書又は一部負担金減免相当額助成不承認通知書の交付

卜 規則第十下条第二項の規定による受給者証又は心身障害者医療費助

成制度助成事由消滅通知書の交付

基づ く事

九 特例条例第二条の表二十二の項
口ただし書に規定する母子及び父

子福祉資金の貸付け及び償還に係

る事務のうち市町村が処理するこ

ととされる事務から除かれる規則

に基づく事務であって別に規則で

定めるもの

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則 (昭和三十九年東京都規則第二

百二十号。以下この項において 「規則Jと いう。)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年政令第二百三

十四号)第十二条各号 (同令第二十一条の七において準用する場合を含

む。)に掲げる事由による規則第十四条の規定による貸付けの停止の

決定及び通知
口 規則第十七条第二項及び第十七条の二第二項の規定による貸付金の

償還の免除の可否の決定及び通知

十 特例条例第二条の表二十五の項

る東京都福祉のまちづ

くり条例 (平成七年東京都条例第二

十二号)の施行に係る事務のうち規

則に基づく事務であって別に規則

で定めるもの

チに規定す

東京都福祉のまちづ くり条例施行規則 (平成八年東京都規則第百六十

に掲げるもの

イ 規則第六条第二項の規定による整備基準適合証の不交付の決定をし

た旨の通知 (東京都福祉のまちづくり条例第十人条第一項の規定によ

りその新設又は改修に当たって届出を要するとされた施設に係るもの

に限る。)

口 規則第六条第四項の規定による整備基準適合証の返還の要求

に基づく事務のうち、次九号。以下この項において 「却 貝II I とャヽ う^)



十一 特例条例第二条の表二十六の

頂ノに規定する児童福祉法 (昭和三

十二年法律第百六十四号)の施行に

係る事務のうち規則に基づく事務

であつて別に規則で定めるもの

児童福祉法施行細則 (昭和四十一年東京都規則第百六十九号)第十九条

の規定により知事が発行 した児童福祉施設設置認可書及び児童福祉施設

廃止 (休止)承認書の交付 (区市町村以外の者が設置した児童厚生施設に

係るものに限る。)

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則 (平成十二年東

京都規則第九十四号6以下この項において 「規則 |と いう。)に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第五条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
口 規則第十条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理

十二の二の二 特例条例第二条の表
二十九の二の項に規定する難病患

者等に対する医療費の助成に係る

事務のうち規則に基づく事務で

あつて別に規則で定めるもの

十一の二 特例条例第二条の表二十

六の項ツに規定する児童福祉法の

施行に係 る事務の うち規則に基づ

く事務であって別に規則で定める

もの

児童福祉法施行細則 (以 下この頂において 「規則」という。)に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定疾病

医療費支給認定申請書兼同意書の受理
口 規則第六条第四項の規定による知事に対して行 うべき変更届の受理
ハ 規則第六条第五項の規定による知事に提出すべき医療受給者証再交

付申請書の受理
二 規則第六条第六項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定疾病

医療費支給認定申請書 (更新)兼同意書の受理

ホ 規則第六条第七頂の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交

付
へ 規則第六条第人項から第十項までの規定による知事に返還される医

療受給者証の受理

卜 規則第六条の二第一項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定

疾病重症患者認定申請書兼診断書の受理

チ 規則第十九条の規定により知事が発行 した児童福祉施設設置認可書

及び児童福祉施設廃止 (休止)承認書の交付 (区市町村以外の者が設置

した母子生活支援施設及び保育所に係るものに限る。)

十一の三 特例条例第二条の表二十
六の項ネに規定する児童福祉法の

施行に係る事務のうち規則に基づ

く事務であつて別に規則で定める

もの

児童福祉法施行細則第十九条の規定により知事が発行した児童福祉施

設設置認可書及び児童福祉施設廃止 (休止)承認書の交付 (区市町村以外

の者が設置した障害児入所施設 (児童福祉法第四十二条第二号に規定す

る医療型障害児入所施設に限る。)及び児童発達支援センター (同法第四

十二条第二号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)に係る

ものに限る。)

十一の四 特例条例第二条の表二十

六の頂ナに規定する児童福祉法の

施行に係る事務のうち規則に基づ

く事務であって別に規則で定める

もの

児童福祉法施行細則第十九条の規定により知事が発行した児童福祉施

設設置認可書及び児童福祉施設廃止 (体止)承認書の交付 (区市町村以外

の者が設置した助産施設に係るものに限る。)

十二 特例条例第二条の表二十人の

項ホに規定する就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律 (平成十八年

法律第七十七号)の施行に係る事務
のうち規則に基づく事務であって

別に規則で定めるもの

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行細則 (平成二十六年東京都規則第百四十六号。以下この項にお

いて 「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条第二項の規定により知事が発行した認定こども園認定書

の交付
口 規則第人条第二頂の規定により知事が発行した幼保連携型認定こど

も園認可書の交付
ハ 規則第十条第二項の規定により知事が発行 した幼保連携型認定こど

も園廃止 (休止)認可書の交付

十二 削除

十二の二 特例条例第二条の表二十

人の二の項 卜に規定する母体保護

法 (昭和二十二年法律第百五十六

号)の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定

めるもの

母体保護法施行細則 (昭和二十七年東京都規則第百六十人号)第九条の

規定による知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受

理



十二の四 特例条例第二条の表二十

九の六の項チに規定する大気汚染

に係 る健康障害者に対す る医療費

の助成に関する条例 (昭和四十七年

東京都条例第百十七号)の施行に係

ハ 規則第十一条第一項の規定による知事に提出すべき医療券再交付申

請書の受理
二 規則第十二条第一頂の規定により知事に返還される医療券の受理

ホ 規則第十二条第二項の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
へ 規則第十二条の二の規定による知事に提出すべき変更申請書の受理

卜 規則第十二条の規定による知事に提出すべき変更届の受理

チ 規則第十四条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規

則 (昭和四十七年東京都規則第二百五十七号。以下この項において「規

則Jと いう。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条第二項の規定により知事に提出すべき胸部エックス線

フィルムの受理

十二の三 特例条例第二条の表二十
九の三の項ホに規定する東京都精

神障害者都営交通乗車証条例 (平成

十二年東京都条例第百八十五号)の

施行に係る事務のうち規則に基づ

く事務であって別に規則で定める

もの

東京都精神障害者都営交通乗車証条例施行規則 (平成十二年東京都規

則第二百六十六号6以下この項において 「規則Jと い うa)に基づ く事

務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条第一項の規定による知事に対して行 うべき糸匹続乗車証の

発行の申請の受理
コ 規則第五条第一頂の規定による知事に対して行 うべき乗車証の再発

行の申請の受理
ハ 規則第五条第二項及び第六項の規定により知事に返還される乗車証

の受理
二 規則第五条第四項及び第人条第二項の規定により知事が再発行した

乗車証の交付

十二の二の二 特例条例第二条の表

二十九の四の二の項に規定する精

神障害者社会適応訓練事業に係る

事務のうち規則に基づく事務で

あつて別に規則で定めるもの

精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則 (平成十二年東京都

規則第二百三十四号Ь以下この項において「規則Jと いう。 )イこ基づく

事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条 (規則第人条第一項において準用する場合を含む。)の規

定による知事に提出すべき社会適応訓練申込書の受理
口 規則第五条 (規則第人条第二項において準用する場合を含む。)の規

定による訓練申込者の調査、知事に提出すべき調査書の作成及び訓練

申込者の評価
ハ 規則第七条の規定による訓練修了者の調査、知事に提出すべき調査

書の作成及び訓練修了者の評価
二 規則第九条の規定による知事に提出すべき協力事業所申込書の受理

ホ 規則第十条の規定による協力事業所の調査及び知事に提出すべき調

査書の作成

十二の三の三 特例条例第二条の表

二十九の五の二の項に規定する障

害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律 (平成十
七年法律第百三十二号)の施行に係

る事務のうち規則に基づく事務で

あつて別に規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則 (平成十八年東京都規則第十二号∩以下この項において 「規則Jと い

う。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第人条第一項の規定による自立支援医療費 (精神通院)支給認定

申請書等の受理
口 規則第九条の規定による支給認定の変更の申請の受理
ハ 規則第十条の規定による自立支援医療 (精神通院)受給者証等記載事

項変更届等の受理
二 規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべき自立支援医療費

(精神通院)支給認定申請書等の受理

ホ 規則第十五条第二項の規定により知事が発行 した自立支援医療 (精

神通院)受給者証又は自立支援医療 (精神通院)支給認定申請却下決定

通知書の交付              
｀

へ 規則第十人条の規定による知事に提出すべき自立支援医療 (精神通

院)受給者証等記載事項変更届の受理

卜 規則第十九条第一項の規定による知事に提出すべき自立支援医療

(精神通院)受給者証再交付申請書の受理

チ 規則第十九条第二項の規定により知事が発行 した自立支援医療 (精

神通院)受給者証の再交付

り 規則第二十二条第二項の規定により知事が発行 した自立支援医療

(精神通院)支給認定取消決定通知書の交付



る事務のうち規則に基づく事務で

あつて別に規則で定めるもの

口 規則第五条及び第六条第二項の規定により知事に返還される医療券

の受理
ハ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき医療券再交付申請

書の受理
二 規則第九条第二頂の規定による知事に対して行 うべき被保険者証等

の内容に変更があった旨の届出の受理

ホ 規則第十条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付

十二の四の二 特例条例第二条の表

二十九の六の項 ジに規定する大気

汚染に係る健康障害者に対する医

療費の助成に関する条例の施行に

係る事務の うち規則に基づ く事務

であつて別に規則で定めるもの

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規

則 (以下この項において「規則Jと いう。)に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

イ 規則第二条第二項の規定により提出すべき胸部エックス線フィルム

の受理
口 規則第五条及び第六条第二項の規定により返還される医療券の受理
ハ 規則第六条第一頂の規定による医療券の再交付
二 規則第九条第二項の規定による被保険者証等の内容に変更があった

旨の届出の受理

十二の四の二 削除

十二の四の四 特例条例第二条の表

二十九の六の五の項チに規定する

東京都ふぐの取扱い規制条例 (昭和

六十一年東京都条例第二十一号)の

施行に係 る事務の うち規則に基づ

く事務であって別に規則で定める

もの  ｀

東京都ふ ぐの取扱い規制条例施行規則 (昭和六十一年東京都規則第百

二十二号)第十二条の規定による知事に提出すべきふぐ取

書の受理

扱所認証申請

十二の四の五 特例条例第二条の表

二十九の六の六の項ルに規定する

動物質原料の運搬等に関する条例

(昭和三十二年東京都条例第二号)

の施行に係 る事務の うち規則に基

づ く事務であって別に規則で定め

るもの

動物質原料の運搬等に関する条例施行規則 (昭和三十二年東京都規則

第十七号)第二条の規定による営業許可書の交付

十二の四の六 特例条例第二条の表
二十九の六の七の項ノに規定する

医療法 (昭和二十二年法律第二百五

号)の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規員1で定

めるもの

医療法施行細則 (昭和三十年東京都規則第四十号。以下この項におい

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規貝1第四条の二、第五条第二項、第五条の二第二項、第十条第二

項、第十二条第二項及び第十四条第二項の規定により知事が発行 した

許可書の交付
口 規則第九条第二項及び第十七条第二項の規定により知事が発行 した

承認書の交付

て 「夫見則 | とい うぉ )

十二の四の七 特例条例第二条の表
二十九の六の十六の項ヌに規定す

る保健師助産師看護師法 (昭和二十
二年法律第二百三号)の施行に係る

事務のうち規則に基づく事務で

あつて別に規則で定めるもの

保健師助産師看護師法施行細則 (昭和二十七年東京都規則第二十二号)

第十条第一項の規定による知事に提出すべき助産婦名簿謄本交付申請書
の受理及び同条第二項の規定により知事が発行した謄本の交付

十二の四の人 特例条例第二条の表

二十九の六の十人の項に規定する

救急業務に関し協力する旨の申出

に係る事務のうち規則に基づく事

務であって別に規則で定めるもの

救急病院等の申出に関する規則 (昭和三十九年東京都規則第二百八十

人号。以下この項において「規則Jと いう。)に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

イ 規則第二条第一頂の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出

書の受理
口 規則第二条第二項の規定による実地調査及び調査書の作成等
ハ 規則第二条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出事項変

更届書の受理
二 規則第四条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届

書の受理

ホ 規則第五条第一項及び第二項の規定により知事が発行 した告示等の

通知書の交付                 ィ



十二の四の九 特例条例第二条の表
二十九の六の十九の項チに規定す

る難病の患者に対する医療等に関

する法律 (平成二十六年法律第五十

号)の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定

めるもの

十二の人 特例条例第二条の表二十
九の十六の項に規定する在宅重症

心身障害児 (者)に対する療育支援

等に係る事務のうち規則に基づく

事務であって別に規則で定めるも

の

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則 (平成二十六年東京

都規則第百九十四号)第十人条の規定による東京都医療費助成対象者証

明書の交付

イ 東京都在宅重症心身障害児 (者)に対する訪問事業の実施に関する規

貝U(平成十二年東京都規則第九十二号。以下この頂イにおいて「規

則 |と いう。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1)規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅重症心身障害児

(者)訪問申請書の受理

(2)規則第五条の規定により知事が発行した在宅重症心身障害児

(者)訪問決定通知書又は在宅重症心身障害児 (者)訪問非決定通知書
の交付

口 東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則 (平

耐 +苛 1年南 言 承 キロロII笛 大 手 八暑 _,1下 こ の I百 ,と おロ てヽ 「細 目II ルセ

いう。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1)規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅医療的ケア児訪

問申請書の受理

十二の五 特例条例第二条の表二十
九の七の項コに規定する原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律

(平成六年法律第百十七号)の施行

に係る事務のうち規則に基づく事

務であって別に規則で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則 (平成七年東京都

規則第百七十二号6以下この項において「規則 |と いう。)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条の規定による知事に提出すべき死亡届の受理
口 規則第十九条の規定による知事に提出すべき一部負担金相当額支給

申請書の受理

十二の六 特例条例第二条の表二十

九の人の項に規定する東京都原子

爆弾被爆者等の援護に関する条例

(昭和五十年東京都条例第人十人

豊 の施行に係 る事務のうち規貝1に

基づ く事務であって別に規則で定

めるもの

東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則 (昭和五十年東

京都規則第二百三十一号。以下この項において「規則Jと いう∩)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第一頂の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請

書の受理及び同条第二項の規定による知事に提出すべき介護手当継続

支給申請書の受理
口 規則第七条の規定による知事に対して行 うべき氏名又は住所の変更

の届出の受理
ハ 規則第九条の規定による知事に提出すべき死亡届出書の受理
二 規則第十―条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請

書記載事項変更届書の受理

ホ 規則第十二条の規定による知事に提出すべき介護状況変更届書の受

理
へ 規則第十三条の規定による知事に提出すべき介護手当継続受給資格

消滅届書の受理

卜 規則第十四条第一項の規定による知事に提出すべき健康診断受診奨

励金支給申請書の受理

チ 規則第十六条の規定による知事に提出すべき健康診断受診票交付申

請書の受理

り 規則第十人条第一項 (規則第二十条において準用する場合を含むc)
の規定による知事に提出すべき再交付申請書の受理

ヌ 規則第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定による知事に提

出すべき医療費助成認定申請書の受理

ル 規則第二十人条第一項の規定による知事に提出すべき医療費の助成

に関する届の受理

十二の七 特例条例第二条の表二十
九の九の項に規定する感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律 (平成十年法律第百十

四号)の施行に係る事務のうち規則

に基づく事務であって別に規則で

定めるもの

感染症の予防及び感染症の忠者に対する医療に関する法律施行細則

(平成十一年東京都規則第百十二号。以下この項において「規則」とい

う。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二十条の規定による申請書等の受理
口 規則第二十一条の規定による審査及び忠者票の交付又は去「下の通知
ハ 規則第二十四条の規定により返還される患者票の受理
二 規則第二十五条の規定による変更届の受理



十二の九 特例条例第二条の表二十
九の十七の項に規定する光化学ス

モングの影響によると思われる健

康障害者に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定

めるもの

東京都光化学スモ ッグの影響によると思われる健康障害者に対する医

療費の助成に関する規則 (平成十二年東京都規則第九十二号命以下この

に基づく事務のうちて次に掲げるもの

イ 規則第四条の規定による知事に提出すドき医療費助成申請書の受理
口 規則第五条の規定による被害状況調査の実施及び知事に提出すべき

被害状況調査票の作成
ハ 規則第六条の規定により知事が発行した医療費助成決定通知書又は

医療費助成不承認通知書の交付
二 規則第人条の規定による知事に提出すべき請求書の受理

浮こ1こ ま】ヤヽ
~(「 「規貝UI という6 )

十二の十 特例条例第二条の表二十
九の十人の頂に規定する在宅難病

患者に対する療養支援等に係る事

務のうち規則に基づく事務であっ

て別に規則で定めるもの

イ 東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則 (平成十二年

東京都規則第九十五号6以下この頂イにおいて 「規則Jと い う。)に

基づく事務の うち、次に掲げるもの

(1)規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅難病患者一時入

院申請書の受理

(2)規則第五条第二項の規定により知事が発行 した在宅難病患者一

時入院決定 (適否)通知書の交付

(3)規則第人条第二項の規定による知事に提出すべき在宅難病忠者
―時入院期間延長申請書の受理

(4)規則第人条第四項の規定により知事が発行した申請者に対する

在宅難病患者一時入院期間延長通知書の交付
口 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則 (平成十

二年 吏東祁 婦 目I「 縮 九十六号^以下この項口において 「規則 |と い

う。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1)規則第四条の規定による知事に提出すべき医療機器貸与申請書

等の受理

(2)規則第五条第一項 (規則第七条第二項及び第人条第二項において

準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸与決定通知
ヽ 書の交付及び規則第五条第二項 (規則第七条第二項及び第ノ(条第二

項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸

与非決定通知書の交付

(3)規則第七条第一項の規定による知事に提出すべき医療機器貸与

申請書等の受理

(4)規則第人条第一項の規定による知事に提出すべき変更等申請書

の受理
ノⅢ 東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等

に関する規則 (平成十二年東京都規則第九十七号。以下この項ハにお

いて f規則」という。)イこ基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1)規則第五条 (規貝1第人条第二項において準用する場合を含む。)

の規定による知事に提出すべき在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看

護事業申請書の受理

(2)規則第六条 (規則第人条第二項において準用する場合を含むど)

の規定により知事が発行した申請者に対する審査結果の通知書の交

付

十二の十下 特例条例第二条の表二

十九の十人の二の項 卜に規定する

東京都受動喫煙防止条例 (平成二十

年東京都条例第七十五号)の施行に

係 る事務の うち規則に基づ く事務

であつて別に規則で定めるもの

東京都受動喫煙防止条例施行規則 (平成二十一年東京都規則第九十五

号)第二条第一項の規定による喫煙可能室設置の届出の受理

十四 特例条例第二条の表三十の項

イ (5)に規定する東京都営住宅条例

(平成九年東京都条例第七十七号)

の施行に係る事務のうち規則に基
づく事務であって別に規則で定め

るもの

(2)規則第五条の規定により知事が発行した在宅医療的ケア児訪問

決定通知書又は在宅医療的ケア児訪問非決定通知書の交付

東京都営住宅条例施行規則 (平成十年東京都規則第二十五号∩以下こ

の項において 「規則 |と い う。 )イこ基づく事務のうち、次に掲げるもの

(東京都営住宅条例第十条第二項の規定による地元割当ての住宅に係る

ものに限る。 )

イ 規則第二条の規定による公募の公告
口 規則第四条第一項及び第二項の規定による住宅使用申込書及びその

添付書類の受理



十五 特例条例第二条の表二十の項
口に規定する住宅使用申込書の配

布に係る事務のうち規則に基づく

事務であって別に規則で定めるも
の

東京都営住宅条例施行規則第四条第一項に規定する住宅使用申込書の

酉己布

十六 特例条例第二条の表二十一の

項イ (3)に規定する東京都地域特別

賃貸住宅条例 (昭和六十二年東京都

条例第百三号)の施行に係る事務の

うち規則に基づく事務であって別

に規則で定めるもの

東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則 (昭和六十二年東京都規則第百

四十二号。以下この項において「規則Jと いう。)に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの (東京都地域特別賃貸住宅条例第九条第一項の規定

による地元割当ての住宅に係るものに限る。)

イ 規則第二条の規定による地域特別賃貸住宅使用申込書及びその添付

書類の受理
口 規則第四条の規定による公募の公告

十七 特例条例第二条の表三十一の

頂 口に規定する地域特別賃貸住宅

使用申込書の呼布に係る事務の つ
ち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの

東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第二条第一頂に規定する地域特

別賃貸住宅使用申込書の配布

十人 特例条例第二条の表三十二の

項イ (3)に規定する東京都特定公共

賃貸住宅条例 (平成五年東京都条例

第六十五号)の施行に係る事務のう

ち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの

東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則 (平成五年東京都規則第百四十

七号。以下この項において 「規則Jヽという。)に基づく事務のうち、次

に掲げるもの (東京都特定公共賃貸住宅条例第九条第一項の規定による

地元割当ての住宅に係るものに限る。)

イ 規則第二条の規定による特定公共賃貸住宅使用申込書及び添付書類
の受理

口 規則第四条の規定による公募の公告

十九 特例条例第二条の表二十二の

項口に規定する特定公共賃貸住宅

使用申込書の配布に係る事務のう

ち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの

東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則第二条第一項に規定する特定公

共賃貸住宅使用申込書の配布

(平一二規則三二四・平一二規則三四〇・平一二規則四〇三・平一三規則二六 。平下三規則五〇 。平一三

規則二六〇・平一四規則七五・平一四規則二五七 。平一五規則一九一・平一五規則二一四・平一五規則

二一五・平一六規則二二六・平一七規則五三・平一七規則一五三・平一人規則一人・平一人規則二五

六 。平一九規則三二・平一九規則三二二・平二〇規則三〇・平二一規則ニー・平二一規則一三二・平二

三規則二〇・平二四規則一六・平二五規則三二・平二五規則一〇七・平二六規則一四三・平二六規則一

九人・平二七規則五二・平二七規則一七九・平二人規則一一二・平二九規則三〇・平二九規則
二〇人・

平三〇規則ニー・平三〇規則二三二・平三〇規則一四人・平三一規則四二・令元規則六七・令二規則四

二・令二規則一四人・令四規則二九・一部改正)

(管轄の調整)

第二条 特例条例第二条の表及び前条の表に規定する市町村が処理する事務のうち、次の表の上欄に掲げるもの

は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村におぃて処理することとする。

次に掲げる事務

イ 特例条例第二条の表二十の項イ及び口並びに並
条の表六の項に掲げる事務

P 特例条例第二条の表二十一の項イ及び口並びに

前条の表七の頂に掲げる事務
ハ 特例条例第二条の表二十一の二の項イ及び口並

びに前条の表七の二の項に掲げる事務
二 特例条例第二条の表二十一の二の項及び前条の

近七の二の項に掲げる事務

ホ 特例条例第二条の表二十人の二の項イからへま

でに掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地を管

轄する市町村

前条の表二の項に掲げる事務 当該事務に係る広告物等の所在地を管轄す、る市

―の二 前条の表五の項イに掲げる事務 当該事務に係る医師が診療に従事する医療機関の所在

地を管轄する市町村



へ 特例条例第二条の表二十九の五の二の項に掲げ

る事務

卜 特例条例第二条の表二十九の五の四の項に掲げ

る事務

チ 特例条例第二条の表二十九の五の六の項に掲げ

る事務

り 特例条例第二条の表二十九の六の人の項に掲げ

る事務
ヌ 特例条例第二条の表二十れの六の九の項に掲げ

る事務
ル 特例条例第二条の表二十九の六の十二の頂に掲

げる事務

フ 特例条例第二条の表二十九の六の十二の項に掲

げる事務
ワ 特例条例第二条の表二十九の六の十四の項に掲

げる事務

力 特例条例第二条の表二十九の六の十二の項に掲

げる事務
ヨ 特例条例第二条の表二十九の六の十七の項に掲

げる事務

夕 特例条例第二条の表二十九の十四の項に掲げる

事務
レ 前条の表十二の六の項に掲げる事務

ソ 前条の表十二の人の項に掲げる事務

三 特例条例第二条の表二十六の項ハからチまで及び

皿表二十七の項に掲げる事務

当該事務に係る事業の実施地を管轄する市町村

二の二 特例条例第二条の表二十六の項フからレまで

並びに前条の表十一の項、同表十一の二の項チ、旦

迭十一の二の頂及び同表十二の四の項に掲げる事務

当該事務に係る児童福祉施設の所在地を管轄する市町

村

二の二 特例条例第二条の表二十人の項及び前条の表

十二の項に掲げる事務

当該事務に係る幼保連携型認定こども園以外の認定こ

ども園又は幼保連携型認定こども園の所在地を管轄す

る市町村

四 次に掲げる事務

イ 前条の表十一の二の頂イから卜まで、同表十二

の二の二の項イからハまで、ホ及びへ、同表十二

の七の項並びに同表十二の十の項に掲げる事務
口 特例条例第二条の表二十九の六の項イ及びへ並

びに前条の表十二の四の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地を管

轄する市町村

四の二 前条の表十二の二の項に掲げる事務 当該事務に係る講習の実施地を管轄する市町村

四の三 前条の表十二の二の二の項二及び 卜並びに皿

羞十三の二の二の項イからハまでに掲げる事務

当該事務に係る申込み等を行おうとする者の居住地を

管轄する市町村

五 特例条例第二条の表二十九の四の項イに掲げる事

務

当該事務に係る精神障害者の居住地を管轄する市町村

五の二 前条の表十三の二の二の項二及びホに掲げる

事務

当該事務に係る申込み等を行おうとする事業所の所在

地を管轄する市町村

六から人まで 削除

人の二 次に掲げる事務

イ 特例条例第二条の表二十九の五の項イからハま

でに掲げる事務           ヽ

口 特例条例第二条の表二十九の六の七の項及び並
条の表十二の四の六の項に掲げる事務

ハ 前条の表十二の四の人の項に掲げる事務

当該事務に係る病院又は診療所の所在地を管轄する市

町村

人の二 削除

人の四 前条の表十二の二の二の項に掲げる事務



当該事務に係る障害者又は障害児の保護者の居住地 (障

害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又は

その居住地が明らかでないときは、その障害者又は障

害児の保護者の現在地)の市町村

人の五 特例条例第二条の表二十九の六の五の項イか

らホまで及び 卜並びに前条の表十二の四の四の項に

掲げる事務

当該事務に係るふぐ取扱所の所在地を管轄する市町村

人の六 特例条例第二条の表二十九の六の十の項に掲

げる事務

当該事務に係る歯科衛生士の住所地又は就業地を管轄

する市町村

人の七 特例条例第二条の表二十九の六の十一の項に

掲げる事務

当該事務に係る歯科技工士の住所地又は歯科技工所の

所在地を管轄する市町村

人の人 特例条例第二条の表二十九の六の十六の項及

び前条の表十二の四の七の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地又は

就業地を管轄する市町村

人の九 特例条例第二条の表二十九の六の十九の頂イ

からハまで、ホ及びへに掲げる事務

当該事務に係る患者又はその保護者の住所地を管轄す

る市町村

人の十 特例条例第二条の表二十九の六の十九の項ニ

及び 卜並びに前条の表十二の四の九の項に掲げる事

務

当該事務に係る患者又はその保護者の居住地を管轄す

る市町村

九 特例条例第二条の表二十九の七の頂及び前条の表

十二の五の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の居住地 (居住

地を有しないときは、現在地)又は所在地 (医療機関の

場合に限る。)を管轄する市町村

十 削除

十一 前条の表十二の九の項に掲げる.事務 当該事務に係る健康障害者が健康障害を受けた区域を

管轄する市町村

特例条例第二条の表二十九の十九の項に掲げる十

事務

当該事務に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連

合会の主たる事務所の所在地を管轄する市

(平一三規則二六〇・平一四規則二人五・平一六規則三二六・平一七規則五三・平一人規則一人・平一人

規則二五六・平一九規則三二・平一九規則三二二・平二〇規貝1三〇 。平二三規則二〇・平二四規則一

六・平二五規則一〇七・平二六規則一四三・平二六規則一九人・平二七規則五二・令四規則二九・一部

改正)

附 則

1 この規則は、平成十二年四月一 日から施行する。

(平一九規則一五人 。旧附則・一部改正)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則 (平成十九年東京都規則第百五十

人号。以下「一部改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた認定患者に対す

る医療費の助成に係る事務のうち、一部改正規則の施行前において第二条の表十二の二の二の頂の規定により

市町村が処理することとされていたものについてはヽ一部改正規則附則第二項の規定によりなお効力を有する

こととされた日までの間は、各市町村が処理することとする。

(平一九規則一五人・追加 )

3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則 (平成二十年東京都規則第七十六

号も以下 「平成二十年一部改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた認定患

者等に対する医療費の助成に係る事務のうち、平成二十年一部改正規則の施行前において第二条の表十二の二

の二の項の規定により市町村が処理することとされていたものについては、平成二十年一部改正規則附則第二

項の規定によりなお効力を有することとされた日までの間は、各市町村が処理することとする。

(平二〇規則三〇・追力日)

4 平成二十年一部改正規則附則第四項の規定によりなお効力を有することとされた認定患者等に対する医療費の

助成に係る事務のうち、平成二十年一部改正規則の施行前において第二条の表十二の二の二の頂の規定により

市町村が処理することとされていたものについては、平成二十年一部改正規則附則第四項の規定によりなお効

力を有することとされた日までの間は、各市町村が処理することとする。

(平二〇規則三〇・追力日)

附 則 (平成一二年規則第二二四号)抄

(施行期 日等)

1 この規則は、平成十二年人月一日から施行する。

附 則 (平成一二年規則第二四〇号)抄



(施行期 日等)

1 この規則は、平成十二年十月二 日(以下 「施行 日」という。)か ら施行する。

附 則 (平成一二年規則第四〇三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成‐三年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一 日から施行する。

附 則 (平成一三年規則第二六〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年規則第七五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一 日から施行する。

附 員J(平成一四年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年規則第二人五号)              ｀

この規則は、平成十五年四月一 日から施行する。

附 則 (平成一五年規則第一九一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成下五年規則第二一四号)抄

(施行期 日)

1 この規則は、公布の口から施行する。

附 則 (平成一五年規則第二一五号)抄

(施行期 日)                 ｀

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年規貝1第二二六号)

この規則は、平成十六年十月一 日から施行する。

附 則 (平成一七年規則第五三号)抄

(施行期 日)                     1
1 この規則は、平成十七年四月一 日から施行する。                         /

附 則 (平成一七年規則第一五三号)抄

(施行期 日)

1 この規則は、平成十七年十月一 日から施行する。

附 則 (平成一人年規則第一人号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十人年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第二項の規定は、公布の日から施行す

る。                   帝

(施行前の準備 )

2 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 (平成十八年東京都条例第二号)附

則第二頂により各市町村が処理することとされた事務のうち、同条例による改正後の市町村における東京都の

事務処理の特例に関する条例 (平成十一年東京都条例第百七号)第二条の表二十九の五の二の項イにおいて該当

する事務は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の市町村における東京都の事務処理の特例

に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則 (以 下「改正後の規則」という。)第二条の

表人の二の項に規定する市町村が処理することとする。
3 障害者自立支援法施行細則 (平成十人年東京都規則第十二号)附則第二項の規定に基づく準備行為を行 う場合に

おいて、改正後の規則第二条の表十二の二の二の項において該当する事務は、この規則の施行前においても、
:改

正後の規則第二条の表人の三の項に規定する市町村が処理することとする。

附 則 (平成一人年規則第二五六号)

この規則は、平成十九年四月一 日から施行する。

、附 則 (平成二九年規則第二二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表七の項の改正規定、同表に七の二の項を

加える改正規定及び第二条の表二の頂の改正規定は公布の日から、第二条の表十二の項の改正規定は同年七月―

日から施行する。

附 則 (平成一九年規則第一五人号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日(以 下「施行 日」という。)か ら施行する。

附 則 (平成下九年規則第二三二号)                 ,



この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年規貝J第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十二の四の項及び十二の四の二の項の改
正規定並びに附則第五項の規定は同年人月一日から、次頂から附則第四項までの規定は同年五月一日から施行

する。

(施行前の準備 )

2 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 (平成二十年東京都条例第九号)附

則第二項により各市町村 (人王子市を除く1)が処理することとされた事務は、この規則による改正後の市町村

における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則 (以下「改

正後の規則」という。)第二条の表四の項に規定する市町村が処理することとする。          ´

3 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 (平成十九年東京都条例

第百三十人号。以下「新助成条例」というど)附則第二項の規定に基づく申請が行われた場合において、改正後
の規則第二条の表十二の四の項イの規定に基づく事務は、第二条の表二十一の項の改正規定の施行の日(以下
「施行 日」という。)前においても、改正後の規則第二条の表四の項に規定する市町村が処理することとする。

4 新助成条例附則第二項の規定に基づく申請が行われた場合において、改正後の規則第二条の表十二の四の二の

項イの規定に基づく事務 (以下「事前申請に係るフィルム受理の事務」という。)は、同規定中「提出すべき胸

部エックス線フィルムの受理」とあるのは「知事に提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」と読み替え

て、施行 日前においても、人王子市が処理することとする。
5 事前申請に係るフィルム受理の事務は、改正後の規則第二条の表十二の四の二の項イの規定にかかわらず、同

規定中「提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」とあるのは「知事に提出すべき胸部エックス線フィルム

の受理」と読み替えて、施行日以後においても、人王子市が処理することとする。

附 則 (平成二一年規貝1第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年規則第二〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年規則第下六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十二の四の四の項及び第二条の表人の

五の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附 則 (平成二五年規則第二二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十下の二の項の改正規定は、公布の日

から施行する。

附 則 (平成二五年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年規貝1第一四三号)

(施行期 日)               |
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は東京都幼保連携型認定こども園の学

級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例 (平成二十六年東京都条例第百二十二号)の公布の日から、

第二条の表十二の項及び第二条の表三の三の項の改正規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律施行細則 (平成二十六年東京都規則第百四十六号)の施行の日から、第二条の表に人の

九の項及び人の十の項を加える改正規定は平成二十七年一月一日から施行する。

(施行前の準備)                                         ,
2 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 (平成二十六年東京都条例第百十

一号。以下 「一部改正条例」という。)附則第二頂により各市町村 (平成二十七年二月二十一日までの間にあつ

ては、人王子市を含む。)が処理することとされた事務のうち、一部改正条例による改正後の市町村における東

京都の事務処理の特例に関する条例 (平成十一年東京都条例第百七号)第二条の表二十人の項ハ及びホにおいて

該当する事務並びにこの規則による改正後の市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市

町村が処理する事務の範囲等を定める規則 (以 下 「改正後の規則」という。)第二条の表十二の項ハにおいて該

当する事務は、第二条の表十二の項の改正規定の施行の日前においてもて改正後の規則第二条の表二の三の頂

に規定する市町村 (平成二十七年二月二十一日までの間にあつては、人王子市を含む6)が処理することとす

る。
3 -部改正条例附則第二項により各市町村が処理することとされた事務は、第二条の表に人の九の項及び人の十

の項を加える改正規定の施行の日前においても、改正後の規則第二条の表人の九の頂及び人の十の項に規定す

る市町村が処理することとする。

附 則 (平成二六年規則第一九人号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二七年規則第五二号)



この規則は、平成二十七年四月十日から施行する。ただし、第二条の表十二の四の三の項の改正規定は、同年

十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年規則第一七九号)

この規則は、平成二十人年四月一 日から施行する。ただし、第二条の表十二の十の項の改正規定は、公布の日

から施行する。

附 則 (平成二人年規則第一一二号)                   ′

この規則は、平成二十八年四月一 日から施行する。

附 則 (平成二九年規則第二〇号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

附 則 (平成二九年規則第一〇人号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年規則第二一号)

この規則は、平成二十年四月一 日から施行する。               、

附 則 (平成三〇年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年規則第十四人号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則 (平成二一年規則第四二号)

この規貝Jは、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年規則第六七号)

1 この規則は、令和二年四月一日(以 下「施行 日」という。)か ら施行する。ただし、次項の規定は同年一月一 日

から施行する。
2 改正後の市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定め

る規則第二条の表十二の十一の項の規定による喫煙可能室設置の届出の受理は、施行 日前においても行 うこと

ができる。

附 則 (令和三年規則第四二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年規則第
二四人号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

附 則 (令和四年規則第二九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。


